
 

 

 

 

 

 

  

 

 

令和６年度、下村小学校の新たな 151年目は、児童数の減少に伴い、法律に則り、今年
度の２・３年生は１つの教室で過ごす複式学級となる大きな変化の中でスタートしまし
た。毎日元気いっぱい頑張っている２・３年生の子供たちの様子を見ながら、私たち教職 

員が笑顔で安心・安全な学校づくりを推進していく活力をもらい、１学期の終了を無事に迎えることが
できそうで、子供たちやご理解ご協力いただいた保護者の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。学校行
事へのご協力、子供たちの健康面・安全面へのご配慮等、多くの面でお力添えをいただき、本当に
ありがとうございました。まだまだ至らない面も多々あったかと思いますが、私たち教職員は２学期
以降もできる限りの体制を講じてこの新しい学校体制の充実を柱に、新たな学校創りを行う発想を大切
にしていきたいと思っております。回答にご協力いただいた「よりよい学校づくりのためのアンケー
ト」や明日の保護者会での、お子さんの様子や学校への要望等のご意見は、今後の学校運営に生か
していく所存です。 

さて、夏休みを前に、お子さんには４月以来どんな成長が感じら

れるでしょうか。私たち大人はその時その時の子供の言動で指導し

がちですが、今の子供と４月の子供を線でつなげて見ることで、ど

の子供も大きく成長していることを実感できると思います。今年度

は「やっちいや（やる気，つづける、力を合わせる・届ける、いの

ちを大切に → やりとげる）」の合い言葉で、いつもやり遂げる

ことにつなげていくことを子供たちと目指してきました。月ごとの

自分自身の振り返りで、様々な活動への立候補、苦手な学習への諦

めない取組、大きな行事での集団の中の自分と関わり合う仲間の姿、継続した世話や日々の交通安

全等を見つめ、「やり遂げた！」と自分自身を評価できる子供たちが増え、素晴らしい成長を見る

ことができ、頼もしく感じています。夏休みに学校を離れ、家庭・地域で過ごす下村っ子 54名が、

どんな場面で 1学期培った自分の力を発揮していくか楽しみにしています。                               

校長 萩中 弘恵 

 

 

 子供たちの命を最優先に、猛暑が予想される夏休みの対応を以下のようにさせていただきます。 

1 プール開放、図書室開放 

・午前中短時間の開放とします。お子さんの帰宅確認を確実に行っていただきたくお願いします。 

・プール開放に関しましては、19日の案内文書に沿って行います。次年度以降の開放につ

いては、先日ご説明したとおり次年度改めての検討となります。 

２ 花壇の水やり当番 

 ・昨年度、児童数減少で３年生から水やり当番を設定し、ご家族も来ていただいて行ってくださるなど、

大変なご苦労をおかけしておりました。１時間あまり活動した後の子供たちの帰宅時の熱中症への安全

が大変心配なため、花壇の水やり当番は休止とし、今年度は教職員のみで行います。 

３  登校日に係ること 

  ・夏休み期間中、全校や学年で集まる必要がないため登校日は設定しません。 

・昨年度実施していた児童の夏休み中の健康状況等の確認のためのオンライン登校日は、ご家庭の通信環

境に考慮し、８／７（水）安全メールでの児童の近況報告に変更いたします。 

（詳細につきましては、保護者会の折にご説明いたします） 

【やっちーBOXでの毎月のふり返り】 

下村っ子  

射水市立下村小学校 

  TEL ５９－２３１０ 

  Ｅ-mail：shimomura@tym.ed.jp 

１学期も残り２日間、暑さに負けず、よく頑張った子供たち！ 

下村小学校だより ７月号 

 

猛暑が予想される夏休みの対応について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【熱心に話を聞いて、踊りを楽しむ３年生】      

  

 
 

１学期ありがとうございました。２学期も引き続き変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

短時間で分担して力を集結！「除草タイム」7／4、11、18 

昨年度、暑さによる除草や水やりが熱中症発症の心配が大

きかったため、教育支援ボランティアの方に相談し今年度試し

にマルチシートをかけていただき、現在夏の花々が元気に花壇

で咲き誇っています。でも、マルチシート脇の除草は必要で、

日にちを分担した上、１０分程度の短時間で下村っ子と教職員

の力を終結して夏休み前に花壇の整備を進めました。夏休み

終盤の美化ボランティア活動では、保護者の皆様のお力添え

も、どうぞよろしくお願いいたします。 

７月１２日（金）５・６時間目に、３年生が、地域の伝統で

ある稚児舞のお師匠さんをお招きし、稚児舞の歴史につ

いてお話を聞いたり「胡蝶の舞」の指導を受けたりしまし

た。国指定・重要無形民俗文化財に指定され毎年９月４日

に行われる秋祭・本祭「稚児舞」は下村地区の宝の一つで

す。当日は３、４年生の児童が、地域の伝統に自分の目で

見て触れ合う機会がもてれば、と考えております。 

 

いのち輝く！各学年の充実した栽培活動  

７月の下村っ子紹介 

下村小学校ホームページ 
 http://wp-shimomura.imizu.ed.jp 

【映像で示される事案をしっかり視聴し、 

代表児童の実演を通して理解を深めた下村っ子】 

教育支援ボランティアの方に耕し

ていただいた学校の畑では、全学年

が栽培活動を展開し６年生のじゃが

いもは無事７月１９日収穫を終えまし

た。３年生は玄関前でヒマワリを育

て、４年生は宮司さんから昨年度に

引き続き水葵をいただき栽培してい

ます。玄関前では毎日１、２年生が欠

かさず水やりを行い、一人一鉢のア

サガオと野菜栽培が大成功です。 

 

７月 19 日（金）３限目、防犯協会の御指導の下、夏季休業中の安全指導

も含めた「防犯教室」を全校児童が集まり実施しました。防犯教室では、自

分の身を守るための備えや行動について、実演やスライドを通して詳しく教

えていただきました。防犯ブザーの定期的な点検、実際の不審者の実例に備

えるためのポイント、逃げるための所作等、今後に繋がる貴重な学びとなり

ました。 

射水警察署からは、大手ショッピングセンター等での青少年犯罪に巻き込

まれる事案が昨年度比で大きく増えていることを聞いております。子供だけ

で校区外に行かないこと、市外ショッピングセンターのゲームコーナー等で

子供だけで行動させないなど、お子さんを犯罪から守るためにご家庭での指

導もよろしくお願いいたします。 

子供たちの活動の様子を HP で
紹介しています。 
ぜひご覧ください。 

３年生：稚児舞の講習会(７月１２日） 

【学年毎の分担場所で 

各学年２回の集中除草実施】 

【お世話の成果！ 

オクラがたくさん実りました】 

防犯教室（7月 1９日） 

 

 

【６年生：収穫といのちへの感謝「片づけ作業」まで】 


